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事業の目的 

 在宅で重症心身障害児者の医療的ケアを行っ
ている家族の負担は重く、その軽減は喫緊の課
題である。本事業では、在宅療養児の家族の負
担軽減を図るために、岐阜県における短期入所
事業の現状と課題を明らかにするとともに、短期
入所を中心とするレスパイト事業の拡充を行う。 
 さらに、岐阜県における重症心身障害児者の救
急医療のネットワークの構築に向けて取り組む。 



事業の概要 
 家族支援は岐阜県の重症心身障害児者の様々な課題のうち最重要課題
である。短期入所を中心とするレスパイト事業の拡充を達成するため以下の
事業を行う。 
 まず、岐阜県の短期入所事業に関して、各施設に対して年齢、利用回数、
重症度、入所中の問題点等につき詳細な調査を行い協議会の中で検討し、
現状と課題を明らかにする。この中で、岐阜県と協力して短期入所を利用し
ていない在宅療養児、家族や潜在的利用者の実態も明らかにする。さらに、
本協議会の中で重症心身障児者医療の救急医療のネットワークについても
現状と課題を抽出しその構築にむけて取り組む。 
 病院、診療所が短期入所事業に取り組みやすくするため、入所から退所ま
での一連の流れについて、注意すべき点などを記載したマニュアルを作製
する。 
 また、在宅療養児の家族のために、短期入所とは、どのようなものである
のか、利用する際に注意すべき点などをわかりやすく記載した短期入所の
利用の手引きを作製し、配布する。 
 家族と医療機関の連携を円滑におこなうために、医療と福祉に精通した
コーディネーターを配置し多職種を連携させ、包括的に家族支援を行う。 
 以上の事業を行うことで在宅療養児とその家族の生活の質の向上を図る。 



重症心身障害児者 
モデル事業協議会の開催 



重症心身障害児者モデル事業協議会 
平成26年度重症心身障害児者の地域生活モデル事業協議会 
第1回協議会 
平成26年7月26日（土） 
11：00～ グランベール岐山 
  
  
報告事項 
１）重症心身障害児者の地域生活モデル事業実施計画についての概
要説明 
２）岐阜県の取り組みについての概況説明 
３）その他 
  
協議事項 
１）レスパイト入院について 
２）その他 
  
  
次回、開催日について 



重症心身障害児者モデル事業協議会  

国立病院機構長良医療センター 

• 山田堅一 院長   

• 水津 博 副院長  

• 金子英雄 臨床研究部長  

• 眞田 正世 看護部長 

• 愛田 弘美 療育指導室長  

• 下平悦子 国立病院機構長良医療センター医療社会事業専門員 

• 久保美穂子 国立病院機構長良医療センター専門職 

岐阜大学障がい児者医療学寄附講座 

• 西村悟子 准教授 

岐阜県総合医療センター 

• 河野芳功 主任部長・新生児医療センター長 新生児内科部長 

岐阜県医師会 

• 矢嶋茂裕 岐阜県医師会常務理事 
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岐阜県 

• 都竹淳也 岐阜県健康福祉部 障がい児者医療推進室長 
 



重症心身障害児者モデル事業協議会 

岐阜県の短期入所に関わる機関を委員とした。 
岐阜県総合医療センターは、岐阜県の小児救急の中心
的役割を果たしており、また、平成27年度より重心病棟
を設置するため参加。 
 
課題点 
・岐阜県が行っている支援会議との整合性。 
・長良医療センターでの短期入所利用の理由として保護
者の整形外科科的な手術（特に手根管症候群）をあげ
る回答が5名あった。保護者への肉体的及び精神的な
長期のサポートが必要である。→アンケート調査を予定 



コーディネーターの配置 
家族と医療機関の連携を円滑におこなうために、医療と福
祉に精通したコーディネーターを配置 
愛田弘美    長良医療センター療育指導室長(社会福祉士）  
下平悦子   長良医療センター医療社会事業専門員(社会福祉士） 
久保美穂子 長良医療センター専門職 
宮原樹     長良医療センター 8月1日から非常勤 で採用 

 
長良医療センターは岐阜県下で超重症児の短期入所をお
こなっている主要な施設である。コーディネーターは長良
医療センターのみでなく岐阜県下の短期入所の窓口に
なっている。コーディネーターのエフォートは約50％。 
課題としては、岐阜県下の施設の役割分担を行うことで、
医療スタッフのマンパワー不足を補う必要性がある。 



選択したテーマの実践 
・小児在宅医療の現状について岐阜県の調査を基に解析
している。 

・重症心身障害児者の受けている医療的ケア、内服薬などを記載した 
「かけはしノート」の普及を行い救急での診察が円滑に進むようにする。 



岐阜県の障害児者医療に関わる多
職種の医療関係者のレベルアップを
図るため障害児者医療従事者育成
シンポジウムを開催した。 

長良医療センターから 
3名の医師をチューターとして派遣し
在宅医療に携わる地域の医師の医療
的ケアの技術指導を行った。 



まとめ 

• 重症心身障害児者モデル事業協議会を立ち
上げ、協議会を開催した。 

• 短期入所事業が円滑に進むようコーディネー
ターを配置し、家族と医療機関の連携調整を
進めている。 

• 障害児者の家族支援に繋がる講演会、講習
会を実施している。 

• 肉体的及び精神的面から長期の家族支援を
行う必要がある。 
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